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松澤　　標本資料検索 コー ドとしてのHRAFコ ー ドの利用について

標 本資 料 検索 コー ドと してのHRAFコ ー ドの利 用 に つ い て

松 澤 員 子*

要 旨

　 　国立民族学博物館 ではHRAFの 分類 コー ドをいろい ろな種類の情報資料分 類に用

　 いてきた。 ここでは,日 本の民具分類に用い られて きた一般的な分類体系 と比較 しな

　 がら,HRAF分 類 の開発の プロセス とそ の特性について述べ,そ れを標 本資料 に適用

　 した場合の有効性 と今後 の課題をユーザーの立場か ら検討 した。

　 　世界 の諸民族文化を対象に,標 本資料 だけでな く,文 献,映 像,音 響資料 な ど,あ

　 らゆる情報 を有機的に関連づけて検索可能 にす る分類体系 を開発す るためには,文 献

　 情報 を対 象に考 案 されたHRAF体 系を越 えなけれ ばな らないが,そ れ を適用 しなが

　 ら補足 ・修正す る ことに よって可能 にな ると考 え られ る。 なぜ なら,ど のよ うな分類

　 体系 も,理 論 が先行す るのでな く,よ り有効な,よ り便利 な資料 の利用 とい う経験の

　 蓄積に よって,絶 えず改良され てい くべ きものであるからである。

1　 は 『じめ に

　 この共 同研 究 に お い て,私 に与 え られ た課 題 は,ユ ーザ ー と して研 究 に 必要 な標 本

資 料 を迅 速,か つ 的 確 に 検 索 で き る よ うな コー ド体 系 に つ い て検 討 す る こ とで あ っ

た 。 しか し,こ の 課 題 に つ い て は,す で に 国立 民族 学 博 物 館(民 博)創 設 準備 室 が設

置 され た 時 か ら,梅棹 館 長 の 「民族 学 情 報センター 構 想 」 の も とで,さ ま ざ まな 機 会

に検 討 され,私 もHRAFフ ァイ ル の 専 門委 員 と して提 言 を行 っ て きた 。 そ して,梅

樟 館長 が 「研 究 対 象 が 全 世 界 にお よぶ 民族 学 の 体 系 的 な コー ドと しては,HRAFが

開 発 したr文 化 項 目分 類 』(Outline　of　Cultural　Materials)とr地 域 ・民族 分 類 』(Out-

line　of　World　 Cultures)が,た い へ ん有 効 な も ので あ る とい う結 論 を え た」 と記 され

て い る よ うに1),民 博 で のHRAFの2つ の コ ー ド体 系 の 利 用 は,お お む ね 決 定 して

お り,r地 域 ・民族 分 類 』 は す で に 図書 資 料 や標 本 資料 に 付与 され て い る。 ま た,民

博 で は,こ れ ら2つ の コ ー ド体 系 の利 用 を 容 易 にす るため に,『 文 化 項 目分 類 』 とr地

*国 立民族学博物館 第1研 究部

1)梅棹 忠夫 「『文化項 目分 類』 日本語版刊行にあた って」国立民族学博物館(訳)『 文化項 目分

　類』1988。
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域 ・民族分類』としてそれぞれ翻訳を出版 した。(但 し,後 者は 「館内作業用」 とし

て翻訳 ・印刷されたが,公 開はされていない。)こ の報告では,こ れら翻訳版を引用

しているが,そ れぞれのコー ドをいう時には,「OCMコ ード」,また 「OWCコ ー ド」

とい う呼称が定着 しているので,こ れを採用 している。

　今後,こ れ らの分類を実際に運用 していく上で,補 足 ・修正の必要や,ま たコード

体系そのものの改定の必要 も生じるかもしれない。そ うい う意味で,こ こで取 りあげ

る課題は,新 たな取 り組みではなく,む しろ,標 本資料の検索 コー ドとして 『文化項

目分類』を用いた時の利点と欠点を実験的にデータ入力することによって検討す るこ

とを目的としていたのである。残念ながら,時 間的制約からサソプルとして取 りあげ

られた標本資料が,地 域的にも,種 類にも限定せざるをえなかったので,今 まだ,そ

の結論を出せるような段階ではない。 ここでは,私 がHRAFコ ー ド利用の利点と考

えてきた根拠 と,実 際運用にあたってのいくつかの問題点を纏めておこうと思 う。

2　従来の民具の分類

　 日本でも収集された標本資料(日 本では一般に民具 という言葉が用いられる2))の

保存とその整理,ま たその活用のためにいくつかの分類が試みられ,ま た実際利用さ

れてきた。標本資料の分類には大別 して4つ の基準がある。(1)用 途,(2)機 能,(3)

形態,(4)材 質などである。文化庁で編纂されたr民 俗文化財の手びき』にある分類

(表1),ア チック・ミューゼアムの 『民具蒐集調査要 目』にある分類(表2)は,用

途を主軸に分類 したものであ り,こ れに対 し宮本常一は機能分類を提唱している 【宮

本　 1969:2】。形態や材質は,用 途や機能に密接に関連 しているため,細 分類に用い

られてきたが,そ れらが分類の基準に置かれることは稀であったようである。 また,

一般に使用されている標本資料の情報カー ドには,そ れぞれの資料について標本名以

外の複数の情報項 目がついているのが普通で,「製作法 ・材料」は最 も一般的なもの

である。さらに,最 近はコンピューター を用いた計量データや写真情報も利用できる

ようになってきたため,形 態についても,よ り正確な情報を別の項 目に付加す ること

が可能であるから,標 本そのものの分類に形態や材質による細分を付加する必要はな

いように思 う。

　まず,私 の知るかぎり日本で最 も詳細な分類は,文 化庁の 『民俗文化財の手びき』

2)民 博 で収集 され てきた 「標本資料」は,日 本民俗学 で一般に用 いられてい る 「民具」 とい

う概念 とは正確 には同一でないか もしれ ないが,こ こでは一応同 じとして取 り扱 ってお く。
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(以下 『手びき』 とする)に 掲載されている分類であると思 う。OCM分 類にっいて

検討する前に,こ れまで一般に用いられてきたこの民具分類とアチック ・ミューゼア

ムの民具蒐集調査要 目にみえる分類の大要を以下に挙げておこう。

　『手びき』は,文 化財を無形 と有形 とに分け,左 頁には無形文化財,右 頁には有形

文化財を,そ れぞれ分類項 目が対応するようにして表に示 している。無形 ・有形文化

財の定義については,「文化財保護法」を基準にしているようであるが 【手びき:11-

12】,無形には風俗慣習,民 俗芸能が含まれる。従 って,例 えば 「5社会生活」の項

を取 りあげてみると,村 落共同体や家族 ・親族関係に関わる習俗は数多 く,そ れに関

わる有形文化財には限 りがあるか ら,大 項 目では左右対応させることができても,小

項目では対応させられない。それは 「8-1民 俗芸能」の項においても同じである。さ

らに,無 形文化財 として重要な口頭伝承については,rl1口 頭伝承」という分類項目

を加えている。その他の分類項 目では,有 形のモノに対 して,そ れに関わる習俗や製

作法,使 用法,儀 礼などが無形文化財 として分類されている。本稿では標本資料を取

りあげているので,と りあえず無形文化財を省略 した。 しかし,標 本資料を民族学資

料全体の中で位置づける時,無 形の資料の分類 との有機的関連を考慮しなけれぽなら

ない。この問題は後に再び論ずることにしたい。

　次に,ア チック・ミューゼアムの分類は,文 化庁のそれと基本的な差異はないよう

である。前者は 「5儀礼に関するもの」とい う大項 目の中に,後 者の 「8-1民 俗芸能」

「8-2競 技 ・娯楽 ・遊戯」「9人 の一生」「10年 中行事」を含めているなど細部におい

て異なるに過ぎない。いずれも用途を基本に分類 している 【宮本　1969]。

　最後に,宮 本常一が提唱 した民具の機能分類について簡単に触れておこう。彼は22

の項目に分類する。すなわち,1農 耕用具,2漁 猟用具,3畜 産用具,4養 蚕用具,

5雑 穀 ・調製用具,6食 料加工用具,7食 用具 ・調理用具,8煮 焼用具,9容 器,

10住 用具,ll灯 火用具,12着 用具,13容 姿用具,14紡 織用具,15切 栽用具,

16加 工用具,17運 搬用具,18計 測用具,19意 志伝達用具,20遊 戯 ・娯楽用具,

22信 仰 ・呪術用具である。

　 こうした分類は,い ずれ も便宜的なものであって,目 的によって分類内容が異なる

ことは言 うまでもない。また,そ れぞれの分類は日本で民具を蒐集 し,そ れらを整理

する過程の中で考案されたものであって,そ のいずれ も将来補足 ・修正の必要性のあ

ることは,考 案者誰もが認めているところである。従って,当 然のことながら日本で

考案された民具分類は,日 本の生活様式を顕著に反映 している。それらをマー ドック

らの 『文化項 目分類』と比較すると,狩 猟 ・採集,家 畜飼育,水 ・陸 ・空の輸送など
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表1　民俗文化財(有 形)分 類　[文化庁1

1衣 食住

　 (1)衣

　　 (A)服 物(男 女別,季 節別,年 令別)

　　 (B)結 髪,化 粧用具

　　 (C)裁 縫 ・洗濯用具

　　 (D)そ の他　手提げ袋 など

　 (2)食

　　 (A)食 料(品 種標本)

　　 (B)貯 蔵用具

　　 (C)炊 事用具

　　 (D)調 理 ・調整用具

　　 (E)保 存 ・加工用具

　　 (F)醸 造 ・製造用具

　　 (G)嗜 好品用具

　　 (H)食 品

　　 (1)飲 食器

　　 (J)そ の他(神 仏に供 える器)

　 (3)住

　　 (A)屋 敷構え(配 置,施 設)

　　 (B)住 居

　　 (C)付 属建物、

　　 (D)家 具 ・調度

　　 (E)寝 具

　　 (F)建 築習俗用具

　　 (G)防 護用具

　　 (H)そ の他

2生 産 ・生業

　 (1)自 然物採集

　　 (A)採 集用具,運 搬用具

　　 (B)処 理 ・加工用具

　　 (C)そ の他

　 (2)農 耕(果 樹 ・園芸 などを含む)

　　 (A)焼 き畑の用具

　　 (B)耕 作用具

　　 (C)管 理用具

　　 (D)収 穫 ・調整用具

　　 (E)儀 礼用具な ど

　　 (F)そ の他

　 (3)山 樵

　　 (A)山 図面,入 り会 い文書 など

　　 (B)山 小屋 ・炭焼が まな どの施設

　　 (C)山 樵用具

　　 (D)製 品(板 各種,こ け ら,な ど)

　　 (E)搬 出用具

　　 (F)儀 礼用具な ど

　　 (G)そ の他

(4)採 鉱 ・冶金

　(A)施 設 ・設備

　(B)採 鉱 ・冶金 の用具

　(C)運 搬用具 ・販売用具

　(D)儀 礼用具

　(E)そ の他

(5)漁 携

　(A)漁 場関係用具

　(B)漁 携用具

　(C)船

　(D)製 作 ・修理 用具

　(E)収 蔵施設

　(F)製 造 ・加工関係

　(G)儀 礼用具な ど

　(H)そ の他

(6)製 塩

　(A)施 設 ・設備

　(B)塩 田用具

　(C)釜 屋用具

　(D)運 搬 ・販売用具

　(E)文 書 ・絵図な ど

　(F)そ の他

(7)狩 猟

　(A)秘 伝書 ・絵 図な ど

　(B)狩 猟用具

　(C)処 理用具

　(D)儀 礼用具な ど

　(E)そ の他

(8)養 蚕

　(A)飼 育用具

　(B)収 穫 ・処理用具

　(C)儀 礼用具な ど

　(D)そ の他

(9)畜 産

　(A)飼 育用具

　(B)伯 楽用具な ど

　(C)儀 礼用具な ど

　(D)そ の他

(10)染 ・織

　(A)繊 維各種

　(B)製 糸用具 ・施設

　(C)機 織用具 ・施設

　(D)あ んぎん ・組ひ もとそ の用具

　(E)染 料

　(F)染 色用具 ・施設

　(G)製 品

　(H)儀 礼用具

　(1)そ の他
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(11)手 細工

　(A)原 料 処理用具

　(B)細 工用具

　(C)製 品

　(D)そ の他

(12)諸 職

　 (A)組 合帳箱

　 (B)諸 職用具 と施設

　 (C)そ の他

3交 通 ・運輸 ・通信

　 (A)交 通 ・運搬施設(陸 上,水 上)

　 (B)運 搬具

　 (C)車 ・船 ・そ り類

　 (D)旅 行 用具

　 (E)通 信 施設 ・用具

　 (F)祈 願 ・禁忌 ・儀礼用具

　 (G)そ の他

4交 易

　 (A)交 易施設

　 (B)商 業用具

　 (C)計 算 ・計量具

　 (D)こ んぼ う用具

　 (E)鑑 札類

　 (F)看 板 ・広告類

　 (G)証 書 ・手形 ・貨幣類

　 (H)印 章 ・絵符類

　 (1)そ の他

5社 会生活

　 (A)共 同施設

　 (B)共 有道具

　 (C)防 災 ・避難 用具

　 (D)警 防 ・刑罰用具

　 (E)家 じる し ・・印判類

　 (F)贈 答 ・社交用具(慶 ・弔 ・ふだん)

　 (G)そ の他

6信 仰

　 (A)聖 地 ・祠堂

　 (B)神 体 ・偶像類

　 (C)石 塔 な ど

　 (D)神 事 ・仏事用具

　 (E)神 札 ・護符類

　 (F)奉 納 ・祈願品類

　 (G)縁 起物類

　 (H)信 仰関係の服装 ・用具

　 (1)愚 霊関係用具

　 (J)そ の他

7民 俗知識

　 (A)教 育施設 ・用具

　 (B)医 療 ・衛生施設

　 (C)薬 品,医 療 ・保健具

　 (D)暦 ・計時用具

　 (E)卜 占 ・ま じない用具

　 (F)規 格の基準 となる物

　 (G)計 算 ・計量具

　 (H)そ の他

8--1民 俗芸能

　 (A)施 設

　 (B)道 具類

　 (C)装 束

　 (D)仮 面類

　 (E)人 形

　 (F)楽 器類

　 (G)文 書記録

8-2　 競技 ・娯楽 ・遊戯

　 (A)競 技 ・遊戯等 の施設

　 (B)競 技用具

　 (C)娯 楽 ・遊 戯具 ・玩具

　 (D)衣 装 ・曲譜類

　 (E)そ の他

9　人の一生

　 (A)産 育 などの施設

　 (B)妊 娠 ・出産

　 (C)生 児儀礼用具

　 (D)育 児用具

　 (E)七 五三 ・成人祝いの用具

　 (F)恋 愛中の贈答品縁結びの呪物

　 (G)婚 礼用具

　 (H)嫁 の持参す るもの

　 (1)婚 姻関係用具

　 (J)厄 年 ・年祝 いの用具

　 (K)葬 送用具

　 (L)忌 み 明け ・年 忌の用具

　 (M)喪 屋 ・霊屋 ・墓な ど

　 (N)そ の他

10年 中行事

　各行事 の用具,作 り物,飾 り物な ど

【以下,1月 か ら12月 までに区分 され,

各月 の行事に関わ る用具が細分 されてい

る。筆者注】
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表2民 具 蒐 集 調 査要 目　[ア チ ッ ク ・ミ ュー ゼ ア ム】

1衣 食住に関するもの

　(1)家 具

　　　室内器具,寝 具,保 存用具を含む

　(2)燈 火用具

　　　燈火器お よび発火器

　(3)調 理用具

　　　一般台所用具 の うち主 として調理 に使

　　　用す るもの

　(4)飲 食用具

　　　一般飲食器具,そ の他茶道具,煙 草道

　　　具を含む　 　　　　 　　 ,

　(5)服 物

　　　一般服物の うち地方的特色を有する様

　　　式材料に基 づ く晴れ着,普 段着,労 働

　　　着を含み,防 寒,日 覆 の類を含む。

　 (6)履 物

　 (7)装 身具

　　　櫛,笄,そ の他髪結用具,袋 物類,文

　　　身道具等

　 (8)出 産育児用具

　 (9)衛 生保健用具

　　　民間療法に必要 な用具

2生 業 に関す るもの

　 (1)農 具

　 (2)山 樵用具

　　 　山樵 に関す るものの うち運搬関係の用

　　 　具は除 く

　 (3)狩 猟用具

　　 　現在 の銃砲具を除 く。 いわゆ る火縄銃

　　 　な どの銃器を含む

　 (4)漁 携 用具

　　 　海,湖,川 な どで使用する漁携用具で

　　 　海藻採取に関す るものを含 む

　 (5)紡 織 色染に関す るもの

　 (6)畜 産 用具

　 (7)交 易用具

　 (8)そ の他漆掻 き,樟 脳採,砂 金採,木 地

　　 　屋,側 師,杉 皮剥,岩 茸採,屋 根葺,

　　 　 日雇,石 工,大 工,鍛 冶屋 な どの人達

　　 　が使 用す る用具等

3通 信運搬 に関す るもの

　 (1)運 搬具

　　　機械 に依 るものを除 き,牽 き,担 い,

　　　負い,か つ ぎ,提 げ,戴 きなどの方法

　　　に よって用い られ る用具ならび に補助

　　　用具お よび携行具

　 (2)旅 行 用具

　 (3)報 知用具

4　団体生活に関す るもの

　 災害予 防のた めの用具,若 者 宿の道具,

　 地割用具,共 同労働用具等を含む

5儀 礼に関する もの

　 (1)誕 生 よ り元服(成 年式)ま でに用いる

　　　 もの

　 (2)婚 姻に関す るもの

　 (3)厄 除けに用 い られ るもの

　 (4)年 祝に用い られ る もの

　 (5)葬 式,年 忌に用 い られ るもの

6　信仰,行 事に関する もの

　 (1)偶 像

　　　主 と して民間卑近 の偶像 でいわゆ る高

　　　遠な芸術品 とは 自ら異なるもの

　 (2)幣 吊類

　 (3)祭 供品お よび供物

　 (4)楽 器

　 (5)仮 面

　　　材料様式 として木彫,木 彫彩色,木 地

　　　彩色,樺 皮,瓠,土 型,張 子な どが主

　　　 で,そ の補助用具を含む

　 (6)呪 具

　　　 お祝 いをす るときに用いる道具

　 (7)ト 具

　 (8)祈 願品

7娯 楽遊戯に関するもの

8玩 具,縁 起物
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に関わる分類は大まかであるのに反 して,人 生儀礼や年中行事では日本の習俗を反映

していて,世 界諸民族へのそれらの対応が困難であることは明らかである。次に,世

界の諸民族の文化に関す る資料の分類を試みた 『文化項目分類』はどのようにして開

発されたのか。その特徴を検討 しておきたい。

3　 『文化項 目分類』 と 『地域 ・民族分類』 の開発 とその特徴

　 これらの分類体系の特徴を知 るには,開 発の過程に触れておかねばならない。以下

May【19711とFord【19711の 論文を中心に,そ の過程を纏めてみたい。　r文化項目分

類』は,1929年 にイェール大学に創設 された人間関係研究所に関わった研究者たちに

よって,そ の基礎が築きあげられた。この研究所は,人 間性 と社会秩序 ・文化に関わ

る学際的な基礎研究を行 うことと,ま たそうした研究に携わる専門家を養成すること

を主要な 目的に設立 された 【MAY　 1971:142]。 そこには生物学,心 理学,教 育学,

医学,精 神医学,公 衆衛生学,法 学,歴 史学,政 治科学,経 済学,社 会学,文 化人類

学等々の分野か ら数多 くの研究者が参加 したのであるIMAY　 1971:144-46】3)。彼 ら

は,自 分の専門以外の学問分野からの知識を蓄積しながら,人 間行動や社会生活,文

化に関する基礎理論を構築しようと試みていた。しか し,そ のためには,ま ず文化人

類学の対象とす るさまざまな人間社会の事実を学ぶことから出発しなければならない

という結論に到達 したのである.

　やがて,社 会学者や人類学者が中核 となって,(彼 らは後に 『文化項目分類』の著

者 となったのであるが),探 検家,旅 行者,宣 教師,人 類学者などの記述したさまざ

まな社会の人間生活の記述を読み,ど のような文化項 目が含まれているか,分 析する

作業を始めた 【FoRD　1971:1751。 その中心的役割を担 ったのがマー ドック(George

P.Murdock)で あった。彼が,毎 夜大学の図書館で閉館12時 まで,民 族誌資料を読ん

でいたという話は,今 もイェール大学で語 り継がれている。 日本の民具分類が民具を

実際に収集 ・整理することか ら出発 したように,彼 らは物質文化を含めた民族誌情報

を収集 ・整理することから,す べての人間社会に共通するような文化項 目の分類体系

を作成 し始めたのである。1936年 には分類体系の概要が完成し,パ イロットプロジェ

クトとして,こ の分類を用いて無文字社会の民族誌資料の分析を行い,他 方で数多く

の人間行動科学の専門家にこの分類概要のチェックを依頼 し,お よそ100名 から意見

3)Mayに よれ ば,1931-32年 の一 年 間 に,こ の研 究 所 に関 わ った イ ェ ール 大学 の研 究 者 は130

人 を越 え て いた 【MAy　 1971:142】 。

73



国立民族学博物館研究報告別冊　 17号

が 寄 せ られ た[FoRD　 1971:1841。 こ うして1938年,数 多 くの分 野 の 研 究 者 の 共 同作

業 の も とで 『文 化 項 目分 類 』 の初 版 が 出版 され た ので あ る。

　 そ の後 さ ら に90社 会 を対 象 に 資 料 分 析 を進 め,い くぶ ん修 正 され たr文 化 項 目分 類 』

が,1945年 にYale　 Anthropological　 Studies,　Vol.IIIと して 出版 され た 。1949年 に は イ

ェール大 学 の人 間 関 係研 究 所 を 解 散 し,こ れ ま でに 収 集 し,分 類 され た 資 料 を よ り多

くの研 究機 関 が 利 用 で きる よ うに と,会 員制 に よる任 意 の大学 お よび 研 究 機 関 が相 互

で運 営 す る法 人 組 織 と して のHRAF(Hurnan　 Relations　Area　Files)が 設 立 され,人 間

行 動 の 通 文 化 研 究 とそ の た め の情 報 提 供 は,今 日に 至 る までHRAFに よ って継 承 さ

れ てい る4)。

　 では,文 化 項 目の分類 とは何 か 。 マ ー ドックは,文 化 の普遍 的 カ テ ゴ リーを文 化 の

共 通 項(common　 denominator)と 呼 ん で い る。 す な わ ち,「 文 化 の真 に普 遍 的 な もの

は,習 慣 す な わ ち確 た る形 を も った行 動 上 の 同一 性 で な い。 それ は分 類 上 の類 似 点 で

あ って,内 容 の類 似 点 で は な い 。(中 略,下 線 は筆 者)例 え ぽ,配 偶 者 を獲 得 す る,

児童 を 教 え る,病 人 を 取 り扱 う,と い うよ うな現 実 の行 動 は,社 会 の異 な る ご とに非

常 に異 な って い る。 け だ し,こ の よ うに異 な る行 為 を,結 婚,教 育,医 学 とい う統一

的範 疇 の も とに分 類 す る こ とを渋 る人 は いな い だ ろ う。 諸 文 化 の間 に真 に 広 範 囲 に,

も し くは 普遍 的 に 見 られ る類 似 点 のす べ て は,分 析 に よって,こ の よ うに 一 般 的 に認

め られ た一 連 の 諸 範疇 に わ け られ る。」1'■　一 ドッ ク　 1952:136】 従 っ て,ア メ リカ

イ ンデ ィア ンの呪 医 も現 代 の精 神 分 析 医 も 〈756精 神 治療 医 〉 に,ま た は原 始 的 な フ

リン トの 切 り出 し も近 代 的 な ア ナ コ ソ ダ銅 精 錬所 も 〈316鉱 石採 掘 と採 石 〉 に 分 類 さ

れ る の で あ る 【マ ー ドッ ク 他1988:14]。 こ う した 考 え方 を 基 礎 に,『 文 化 項 目分

類 』 では 文 化 の共 通 項 目を,ま ず10か ら88ま で の2桁 の数 字 で表 され る79の 大 項 目に

分 け,さ らに 各 大 項 目に1か ら9の 数 字 を 加 え て,3桁 の数 字 で表 され る637の 小項

目に分 類 して い る5)。

　 次 に,こ の分 類 は,ど の よ うな 仮 説 や理 論 に 基 づ い て,文 化 項 目を 選 択 し,細 分

し,ま た 配 列 して い る の であ ろ うか。 マ ー ドックはr文 化 項 目分 類 』の概 説 の部 分 で,

そ の理 論 的 背 景 に つ い て,次 の よ うに指 摘 して い る。 さま ざ まな 民族 の民 族 誌 に は,

どの 著者 も共 通 に認 識 して い る項 目が あ る。 そ して,そ れ らの項 目を分 析 す る と,7

つ の基 礎 的 な 分 類 基準 とな る よ うな側 面(方 向 性)が 見 出せ る(詳 し くはr文 化 項 目

4)HRAFは 会員である大学や研 究所 に よって維持,運 営され ている営利を 目的 としない法人組

　 織で,本 部 はイ ェール大学 のキ ャンパ ス近 くにあ る。主要 な事業は,通 文 化研究 のための資

　料 を会員に配布する ことと,通 文化 研究を自ら推進 してい くことであ る1松 澤　1988】。

5)本 書資料編BrHRAF/文 化項 目分類(OCM)コ ー一ド」参照。
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分類』16-17頁 参照)。 しかし,マ ー ドックは,彼 の見出したこれらの7つ の側面を,

論理的に配列 して分類体系を作成することは理論上可能であるが,そ れは極めて複雑

なものとな り,そ れを用いて民族誌資料を分析するなら,そ の資料の内容をずたずた

に切 り裂いてしまう結果になると考えた。そ して,数 多 くの資料を分析するうちに,

結果として一般的な配列を作 りあげていったのである。分類とい うものは,そ れぞれ

の研究の目的に応 じて,便 宜的に活用されるものであ り,理 論が先行するのでな く,

現実に即 したものでなければならない。その意味では完全な分類はな く,絶 えず修

正,補 足されていかなけれぽならないのは当然のことである。

　 ここで 『文化項 目分類』とセ ットになっているもうひとつのHRAFの 分類,　r地域

・民族分類』を簡単に紹介しておこう。これは文化項 目分類を構築する過程で,必 然

的に完成 した。なぜなら,『文化項目分類』のパイロットプロジェク トで世界諸民族

社会の民族誌資料をできるだけ地域的に偏 りなく選択するためには,地 域 ・民族分類

を作成 して,す でに分析された資料がどのような地域や民族をカバーしているのか,

チェックしていく必要があったからである。『地域 ・民族分類』は,世 界を6つ の地

理的地域に分類 し,さ らにそれぞれを国や民族に細分し,そ の中には歴史区分を含ん

でいることもある6)。しか し地域研究が進むにつれて,細 分の要請が出されており,

近い将来に改訂 される予定である。1954年 に初版が出版 され,修 正 ・補足 されて,

1983年には6版 が出版されている。

4　『文化項 目分類』 と物質文化の分類

　物質文化(こ こで標本資料と呼ぶもの)はr文 化項目分類』の中ではどのように取

り扱われているのだろうか。この文化項目分類の構築にあたってきた研究者たちは,

文化の諸特性は互いに密接に関連しあっていて,物 質文化も文化全体の脈略から切 り

離すことはできないとい う文化理論の立場に立っていたから,特 に物質文化を独立さ

せて,分 類 していない。『文化項 目分類』編纂のためのパイロット研究で,主 として

物質文化に関わる部分の研究を担当したフォー ド(Clellan　S.　Ford)7)は,物 質文化の

研究には2つ の立場があ り,ひ とつは全体文化の枠組みの中で取 り扱お うとする立場
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ

で,も うひ とつ は特 に そ の製 作 技 術 に 注 目 し,特 定 の製 作 活 動 と他 の文 化 行 動 の 諸 側

面 との 関係 を無 視 し,特 定 の も のを 詳 細 に 分 類 す るや り方 であ る 【FOR])1937:2301。

『文 化 項 目分 類 』 は,当 然 前 者 の 立場 を貫 い て い る。

6)本 書資料編C「HRAF/地 域 ・民族分類(owc)コ ー ド」参照。

7)彼 は物 質文化 の比較研究に よって,イ ェール大学 より人類学 の学位 を得た。
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　では,実 際 『文化項 目分類』では,物 質文化(標 本資料)を どのように,そ の分類

体系の中に組み込んでいるのだろうか。まず,人 間行動の普遍的類似点を大項 目とし

て分類 し(す なわち,「文化の共通項」),そ れぞれ大項 目の中で行動の背景 となる装

置,社 会的組織,必 要な用具,技 術,結 果としての産物,そ れにまつわる儀礼や信仰

などの分類項 目として細分 している8)。

　例えぽ,大 項 目 〈21記録〉の下に小項 目 〈212文 字〉があ り,〈212.07筆 記用具〉

が分類されている。(但 し,こ の小数点以下の数字を付 した分類は,翻 訳版において

便宜的に使用 したが,原 本では;(セ ミコロソ)で 区切られた記述に過ぎない9)。)

この大項目,〈21記 録〉は 「半永久的な記録により時間を超えた コミュニケーション 」

という人間行動の分類カテゴリーである。また,発 火器具は,〈37エ ネルギーと動

力〉,〈372火 〉というカテゴリーの中に含まれている。ここでも大項 目〈37>は,「 自

然界に存在するエネルギー資源の活用および産業動力への利用」という人間の自然界

への働きかけという行動に関わ っている。〈41道具 と機器〉だけは,そ のすべての小

項 目が道具 ・機器の細分類 となっているが,他 の分類項 目との重複を避けるために

「他のカテゴリーに情報がない場合にのみ以下で扱 う」とい う説明がついている。従

って,〈413特 殊な道具〉の中に 〈413.01筆記用具〉があるが,こ れは上に述べた 「記

録」 とい う目的とは異なった目的のために使用される特殊な筆記道具を指 しているの

である(今,そ の具体例が思いつかないが)。

　r文化項 目分類』の重要な特徴のひとつに,そ れぞれの項 目にクロス レファレソス

がついていることである。例えば,〈293服 飾雑貨〉に分類 されるものの中には,次

の項 目に分類されるべきものもあるので,参 照 してほ しいとい う意味で 「次をも参

照」 と記されているのである10)。このクロスレファレンスはHRAFで の長年に及ぶ

民族誌資料の分析の経験から考案されたもので,r文 化項目分類』改訂の際には新た

に検討を加え,必 要な項 目が追加されている。

　 ここでは対照表を示さないが,私 の個人的な試みでは,日 本の民具分類にある諸項

目で,OCM分 類のいずれのカテゴリーにも対応 しないものはない。ただ,さ らに分

類を進める過程で,よ り詳細な分類項 目が必要になることもあるかもしれない。 しか

8)本 書資料編B「HRAF/文 化項 目分類(OCM)コ ー ド」参照。

9)『OCM』 では 「小数点以下 」の分類は されていない。それぞれの カテゴリーの内容 の説明 で

　ある。 しか し,カ テ ゴ リーを さらに細分す るために,;(セ ミコロソ)で 区 切 られた ところ

　に小数点を加えて細分す る方法は,Dr.　 Hesung　K.　Koh(元HRAF研 究部長)が 韓 国に関す る

文献 の分析にOCM分 類を用いた際 に工夫 した ものである。民博 では 『OCM』 翻訳 にあ た って,

そ の方式を採用 した。

10)本 書資料編B「HRAF/文 化項 目分類(OCM)コ ー ド」,"2内 容抜粋"参 照 。

76



松澤　 　標本資料検索 コー ドとしてのHRAFコ ー ドの利用につ いて

し,そ の汎 用性 は,HRAFが これ まで300以 上 の社 会 を対 象 に約77万6千 頁 に も及 ぶ

民族 誌 資 料 を これ に よ って分 析 して きた い うHRAFの 実 績 が証 明 して い る と思 う。

　 また,標 本 資 料 に 関 しては,ニ ュー メキ シ コ州立 博 物 館(The　 Museum　 of　New　 Mex-

ico,　the　Museum　 of　lnternationa　1　Folk　Art)の 館 長 であ った イ ンバ ラ リテ ィ(Robert　 B.

Inverarity)が 行 った 実 験 結 果 で も明 らか で あ ろ う。 彼 は,『 文 化 項 目分 類』 を用 い て

博物 館 に所 蔵 され て い た 視 覚資 料(民 芸 品 の写 真 資 料)を 分 類整 理 し,研 究者 が そ れ

らの資 料 を研 究 のた め に 利 用 で き る よ うに した い と考 え て,プ ロジ ェ ク トチ ー ムを 組

織 した 。 この プ ロジ ェ ク トで は,保 存 され て い る一 枚 一 枚 の写 真 資料 にOCMコ ー ド

を つ け,HRAFフ ァイ ル の 方 法 で 検 索 で き る よ うに した 。 そ の 結 果 は 『Visual　Files

Coding　 lndex』 と して,1960年 に 出版 され て お り[INvERARITY　 1960】,か な りの 成 果

が あ った と報 告 して い る。 しか し,こ の資 料 の ほ とん どは民 俗 芸 術 品 で あ った た め,

OCMカ テ ゴ リー 〈531装 飾 美術 〉 と 〈532具 象 的 な形 を表 現 した美 術 〉 では コ ー ド

が不 十 分 で あ った と して,ま だ使 用 され て い な い コ ー ド89を 用 い て,次 の よ うに 新 た

な分 類 項 目を追 加 して い る。89民 芸 品:891材 料,892技 術,893デ ザ イ ンの 様式,

894デザイン の要 素,895作 品,896特 質 。 こ こに追 加 され た 項 目は,民 俗 芸 術 品 と

い う資 料 に と って重 要 な情 報 項 目で あ って,マ ー ドックが 「文 化 の 共 通 項」 と呼 ぶ も

の では な い。 従 って,こ う した 情 報 は,取 り扱 う資料 に 合 わせ て設 け るべ き情 報 項 目

で あ る と,私 は考 え る。 民 博 で 使 用 して い る情 報 カ ー ドで は,「 製 作 法 」 「材料 」 とい

う項 目が 設 け られ て い る。

　 さ らに 同 じ よ うな試 み は,民 族 誌 フ ィル ム の主 題 分 析(topical　 classification)に も

適 用 され て い る 【MuscHlo　 1980;KREIss　 and　STocKToN　 19801。 い ず れ も,上 述 の

よ うな補 足 を加 え て は い るが,OCMコ ー ドに よ って検 索 が可 能 で あ る こ とを証 明 し

て い る。

　 イ ェ ール 大学 の人 間 関 係研 究 所 やHRAFが こ の分 類 体 系 に か け た 時 間 と人 材,ま

た そ の規 模,さ らに そ れ を用 いた 資 料 分析 の実 績 を考 え,るな ら,世 界 の 諸 民 族 の あ ら

ゆ るデ ータ を分 類 し,検 索 す るた め の コー ド体 系 と して は,こ れ を除 い て 他 に 適切 な

分 類 体 系 は ない の で は な か ろ うか 。

5　 民 博 に お け る標 本 資 料 検 索 の 実 験 結 果

　民博では,情 報カー ドに基づいて,標 本資料にOCMコ ー ドを付すという作業を行

った。 しか し,こ の作業は決して容易なことでない。第一に,そ れぞれの資料は,博
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物館に収蔵される以前には,人 々の生活の中でさまざまな用途をもち,そ の文化の脈

絡の中で意味を与えられて,生 きていたのである。民具収集にあって,情 報カー ドの

記入が最も大切な作業であるのは,そ うした情報をできるだけ正確に記しておかなけ

ればならないからである。ましてや収集者でな く,使 用民族の文化に精通 しない人

が,コ ー ドを付与するなら,情 報カードに頼るしか方法がないからである。今回の実

験では,仮 面657点,刃 物類389点,容 器類759点,玩 具類920点 とい う選択をしたが,

情報の少ないものが多かった。従って,OCMコ ー ドが検索にどれほど有効であった

のかを実証するに至っていない。む しろ十分な情報記入のある資料を選択するべ きで

あったと思う。

　第二に,多 くの資料は,上 で述べたように,多 種多様な用途,多 岐にわたる機能を

もつから,あ る特定の分類項 目に固定することが困難であるとい う問題がある。この

ことに関 しては,HRAFフ ァイルのシステムを取 り入れて,複 数のカテゴリーコー

ドを与えることで解決できると考えている。例えぽ,仮 面を考えよう。仮面は,民 族

美術にも宗教儀礼にも用いられ,呪 物でもある。イソバラリティの分析結果では,仮

面は次の8つ のカテゴリーに関連 しているとい う 【INvlERARITY　1960:11]。 すなわ

ち,〈532具 象的な形を表現 した美術〉〈535舞 踊〉〈536演 劇〉〈301装 身具〉〈293

服飾雑貨:防 護用具〉〈782慰 撫〉〈754邪 術〉〈714制 服 と装具〉(彼 の独自の コー ド

895と892は 〈532>に含む)。 もちろんすべての仮面が8つ の側面をもっているわけで

はない。今回入力された資料の中か ら,情 報カー ドの情報の一部 とOCMコ ー ドの付

与された例を挙げてみよう。

標 本番 号　 　 　 HOO68132

標 本 名　　 　 　 仮 面(木 製)

使 用 地 　 　 　 　 メキ シ コ合衆 国Guerrare州

用途 ・使 用法 　 秋 に 作物 の実 る時 の ダ ソス に使 用 。 虫,動 物 の マ ス クを つ け た 人

　 　 　 　 　 　 々 と共 に踊 られ る。

OCM　 　 　 　　532.08;535.12;241.15

　 　 　 　 　 　 　(こ こで 〈241.15農 耕 儀 礼 〉 の コ ー ドが付 され て い る。)

　こうして複数のコー ドが付されることによって,ユ ーザーがダソスに用いられる仮

面 とか,呪 物としての仮面とか,い くつかの属性をもった仮面をコー ドの組み合わせ

で検索することが可能となると考えている。

　第三は,OCMカ テゴリーと研究者の付与 した標本名 との相関関係についての問題
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である。すでに指摘 したように(74頁),そ れぞれのカテゴリーには分類上の類似点

をもったものがクラスターを作るのであって,あ る特定の名称で呼ばれるものがみな

分類上の類似性をもつのではない。名称を与える人は,そ の名称に対して,そ の人が

一般的と思うイメージな り概念をもっているが,そ れがOCM分 類のカテゴリーと一

致するとは限らない。それ故に,「用途 ・使用法」,ま た 「製作法 ・材料」「使用者」

などの情報か ら,OCM分 類の適切なコrド が付与されるのである。「仮面」 とい う

言葉が複数のカテゴリーに現れるのはそのためである。未だ,わ れわれの実験データ

が不十分で,具 体例を挙げることはできないが,「仮面」は,戦 闘の身体防護具や,

人が身につけられない小さな呪符にも用いられる。文化の異なる諸民族を対象にする

時,こ のことは念頭に置いておかなければならない。『文化項目分類』の著者たちは,

それぞれのカテゴリーに便宜上英語で語彙を与えなければならず,そ の語彙によって

分析者に歪んだイメージを与えないかと苦慮 したのである[FORD　 l971:1781。

　最後にユーザーの立場から,情 報カー ド記入に関 して希望を述べておきたい。標本

の命名が自由であっても,そ の中に材料や使用者が含まれる場合には,再 度それぞれ

の項 目に記入することである。そ うすれば材質や使用者(一 般的な男性,女 性,子 供

など)の 検索も可能になる。特に後者には,祭 司,首 長,未 婚者,兵 士,奴 隷などの

情報があれぽ,情 報検索の幅が広がるであろう。
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